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2はじめに

⚫ ノンファーム型接続は2021年1月、基幹系統※を適用系統として、全国大で受付を開始しておりま

すが、2023年4月、適用系統がローカル系統に拡大されることとなりました。

⚫ そのため、本日はノンファーム型接続について、基幹系統への適用に係るこれまでの経緯をご説明した

うえで、ローカル系統への適用拡大について、受付に係る移行期間の取扱いや、今後のローカル系

統に係る当社取り組みも含めてご説明いたします。

※基幹系統は「上記2電圧の送変電設備」と定義されており、当社エリアの上位2電圧は「275kV」および「187kV」です。
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3１．これまでの経緯①（空き容量のない基幹系統への適用開始）

＜出典＞電力広域的運営推進機関ホームページ（当社にて一部加工）

⚫ ノンファーム型接続は2021年1月、空き容量のない基幹系統を「適用系統」、適用系統の基幹系

統に連系する電源（右下表の〇：上側）ならびに適用系統の下位系統（ローカル系統および配

電系統）に連系する電源（右下表の〇：下側）※を「適用電源」として、全国大で受付を開始し

ました。 ※10kW未満の低圧連系の電源を除きます。



4２．これまでの経緯②（空き容量のある基幹系統への適用拡大）

⚫ 2022年4月、「適用系統」が空き容量のある基幹系統に拡大され、空き容量のある基幹系統に連

系する電源（右下表の◎）についても「適用電源」として取扱うこととなりました。

＜出典＞電力広域的運営推進機関ホームページ（当社にて一部加工）



5３．ローカル系統への適用拡大

⚫ 2023年4月、「適用系統」がローカル系統に拡大され、連系先の電圧階級や空き容量の有無に関

わらず、原則すべての電源※を「適用電源」として取扱うこととなります。

※10kW未満の低圧連系の電源を除きます。

⚫ ローカル系統への適用拡大により、連系に伴うローカル系統の増強は不要となります。

→ 配電系統（配電用変電所以下）は
引き続き増強が必要となります＜出典＞電力広域的運営推進機関ホームページ（当社にて一部加工）

→ ローカル系統に拡大

→ ローカル系統への適用拡大
により増強不要となります



6４．受付に係る移行期間の取扱い

⚫ 国の審議会※において、国から移行期間の取扱いが示されており、以下の条件をすべて満たしていな

い電源は「適用電源」として取扱うこととなります。

※第46回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会／電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大

量導入・次世代電力ネットワーク小委員会（2022年11月15日）

＜接続検討がある特別高圧・高圧連系の電源＞

✓ 当社にて2023年1月末までに接続検討申込書類を受領

✓ 当社にて2023年3月末までに接続検討申込を受付

✓ 契約申込時点で連系先の基幹系統およびローカル系統に空き容量がある

＜接続検討がない低圧連系の電源（10kW未満の電源を除く）＞

✓ 当社にて2023年3月末までに契約申込を受付

✓ 契約申込時点で連系先の基幹系統およびローカル系統に空き容量がある



7（参考）第46回再エネ大量導入小委 資料2-P9



8５．適用拡大により連系が可能となる時期について

⚫ 今後、原則すべての電源※をノンファーム型接続の「適用電源」として取扱うこととなるため、最終的に

はローカル系統の空容量の管理・運用を行うためのシステム（運開時期未定）に対応する設備の

導入等をお願いすることとなります。

※10kW未満の低圧連系の電源を除きます。

⚫ 当該システムの導入までの期間については、システム運開時期において、システムに対応する設備の

導入等をいただくことを前提として以下のとおり取扱います※。

※引き続き、配電系統（配電用変電所以下）の増強工事や計測器工事等に係る期間は必要です。

✓ 契約申込時点でローカル系統に空容量がある場合は、システム運開前の連系が可能です。

✓ 契約申込時点でローカル系統に空容量がない場合は、個別に取扱いを協議させていただきます。



9６．今後のローカル系統に係る当社取り組み①（プッシュ型設備増強）

⚫ 5ページに記載のとおり、ローカル系統への適用拡大以降、連系に伴うローカル系統の増強は不要とな
りますが、一方で、同一ローカル系統以下に多数の適用電源が連系した場合、当該ローカル系統が
混雑し、適用電源の出力制御量が増加するという課題があります。

⚫ そのため、増強による便益が費用を上回るローカル系統については、当社にてプッシュ型での増強を
実施いたします。

（出典）当社事業計画2023→2027



10７－１．今後のローカル系統に係る当社取り組み②（N-1電制）

⚫ 前ページのプッシュ型設備増強に加えて、N-1電制※に係る取り組みも実施いたしますので、概要をご
説明いたします。
※既存の送変電設備を最大限活用する「日本版コネクト＆マネージ」に係る取り組みの1つです。

＜N-1故障、N-1基準について＞
⚫ 複数（N）ある設備のうち1つが故障（-1）することをN-1故障、N-1故障が起きても電力供給に
支障が生じないようにするという考え方をN-1基準といいます。

⚫ そのため、多くの送電線は、N-1基準に基づき1回線が故障しても、もう1回線で送電を継続できる
ように2回線以上で構成されております。

＜出典＞電力広域的運営推進機関ホームページ



11７－２．今後のローカル系統に係る当社取り組み②（N-1電制）

＜N-1電制について＞
⚫ 故障時に対象電源を遮断することで、 1回線としていた送電線の容量を最大2回線容量※まで拡大
する取り組みをN-1電制といいます。

※系統構成や利用状況により2回線容量ではない場合があります。

＜出典＞電力広域的運営推進機関ホームページ


